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１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域 

 対象鳥獣 ニホンジカ、イノシシ、ニホンザル、ツキノ

ワグマ 

ハクビシン、カワウ、カワアイサ、カラス、 

カルガモ、キジバト、ドバト、アオサギ 

 計画期間 令和８年度～令和１０年度 

 対象地域 長野県諏訪市 

（注）１ 計画期間は、３年程度とする。 

   ２ 対象地域は、単独で又は共同で被害防止計画作成する全ての市町村

名を記入する。 

 

２．鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針 

（１）被害の現状（令和６年度） 

 

鳥獣の種類 

 

被害の現状 

品 目 

被害数値 

被害面積 

(a) 

被害量 

(kg) 

被害金額 

(千円) 

ニホンジカ 

豆類 ４ ６８ ２６ 

飼料作物 ８ １００ ２ 

いも類 ３ ６０ ２ 

野菜 １４ ２，３８０ ３５７ 

マツタケ ２ １４ ４７０ 

イノシシ 

野菜 ５ ６２５ ７０ 

マツタケ ２９４ １０ ３３０ 

ニホンザル 

豆類 １ ８ ３ 

野菜 ４ ２５０ ４９ 

果樹 ２ ５０ ２３ 

ツキノワグマ なし ０ ０ ０ 

ハクビシン 野菜 ３５ ４５０ ８４ 

カワアイサ 

ワカサギ ― 

１，８００ １，９９４ 

カワウ １，１３３ １，２３４ 

カンムリカイ

ツブリ 
７３３ ８０５ 



※上記魚食性鳥類は諏訪湖漁場活性化協議会被害防止計画に基づく。な

お数値は関係３市町で等分（小数点以下四捨五入）したものである。 

カラス 
果樹 ４７ ５１０ ９７ 

野菜 ９ １２０ １６ 

カルガモ 稲 ９０ ５，８６８ １，３４３ 

キジバト・ド

バト 
稲 ２ ３０ ６ 

アオサギ 

稲 ５ ２９９ ５３ 

豆類 １ ３０ ４ 

野菜 １ ３０ ３ 

（注） 主な鳥獣による被害品目、被害金額、被害面積（被害面積については、

水産業に係る被害を除く。）等を記入する。 

 

（２）被害の傾向 

＜獣害＞ 

中山間地域で遊休農地や管理されない農地面積が増加しており、鳥獣が

耕作地に近付きやすい環境になっており、農作物を加害している。そのた

め、さらに耕作放棄地が増えるという悪循環に陥っている地域もある。 

東山地域では、ニホンジカやイノシシ、ハクビシンによる野菜の食害が

ある。 

西山地域では、東山同様の農業被害のほかに、主に後山地区周辺の山林

において、ニホンジカやイノシシによる林地の踏み荒らしやマツタケの食

害がある。また、サルが山林付近の畑に出没し、食害が発生している。 

 ツキノワグマについては、農地等への出没が確認されている。 

＜鳥害＞ 

諏訪湖において、カワウ、カワアイサ等の魚食性鳥類による食害により

ワカサギの漁獲量が減少するとともに採卵量及び出荷量に多大な影響を及

ぼしている。 

カラス被害は、果樹園等の食害等が発生している。 

 平坦部の水田地帯においては、アオサギ、カルガモによる田植期の水稲

苗の引抜きや踏み荒らし、収穫期の籾の食害が甚大である。 

（注）１ 近年の被害の傾向（生息状況、被害の発生時期、被害の発生場所、

被害地域の増減傾向等）等について記入する。 

   ２ 被害状況がわかるようなデータ及び地図等があれば添付する。 

 

（３）被害の軽減目標 

指標 被害額現状値 被害面積現状値 被害額目標値 被害面積目標値 



（令和６年度） 

（千円） 

（令和６年度）

（a） 

（令和１０年度）

（千円） 

（令和１０年度） 

（a） 

ニホンジカ ８５７ ２０ ７７１ １８．０ 

イノシシ ４００ ２９９ ３６０ ２６９．１ 

ニホンザル １７６ ６ １５８ ５．４ 

ツキノワグマ ０ ０ ０ ０ 

ハクビシン ８４ ３５ ７５ ３１．５ 

カワアイサ １，９９４ １，４９６  

カワウ １，２３４ ― ９２６ ― 

カンムリカイツブリ ８０５ ６０４  

※上記魚食性鳥類は諏訪湖漁場活性化協議会被害防止計画に基づく。なお数値は関

係３市町で等分（小数点以下四捨五入）したものである。 

カラス １１３ ５６ １０１ ５０．４ 

カルガモ １，３４３ ９０ １，２０８ ８１．０ 

キジバト・ドバト ６ ２ ５．４ １．８ 

アオサギ ５３ ５ ４７ ４．５ 

（注）１ 被害金額、被害面積等の現状値及び計画期間の最終年度における目

標値を記入する。 

   ２ 複数の指標を目標として設定することも可能。 

 

（４）従来講じてきた被害防止対策 

 従来講じてきた被害防止対策 課題 

捕 獲 等

に 関 す

る取組 

 

 

獣害は、諏訪市猟友会が実施

する通常捕獲の他、周辺市町村

と広域捕獲を実施している。 

「後山区集落捕獲隊」「諏訪市

鳥獣被害対策実施隊」による地

域住民との連携捕獲により、被

害を軽減させている。 

鳥獣被害防止総合対策交付金

を活用し、くくり罠等を導入す

るとともに、小型箱罠や捕獲檻

を整備してきた。 

 ツキノワグマについては、人

の生活圏における出没が確認

されていることから、捕獲を実

施した。 

鳥害について、カルガモ等の

鳥類は、水田地帯等で銃による

狩猟者の高齢化により、従事者

の減少が懸念されるため、従来の

地域ぐるみの捕獲のほか、ICT 等

を活用した対策を推進し、労力軽

減の必要がある。 

ニホンザルへの対策は困難で

あるが、地域住民による追い払い

等地元が主体的に対策するよう

に促し、市や協議会も併せてサル

被害の軽減を支援する。 

カラス、アオサギ等の鳥類は、

農業被害のほか生活環境被害も

あり、年々被害が増加傾向にある

が、鳥類の被害地が市街地に近い

ために、有効的な対策をするのが

難しい。 

 



捕獲を実施している。魚食性鳥

類については諏訪湖漁業協同

組合が主体となり追い払いを

実施。 

 

 

追 い 払

い や 防

護 柵 の

設 置 等

に 関 す

る取組 

獣害は、西山地域、東山地域

の農地やマツタケ山では、補助

事業等を活用したネット柵や

電気柵等の防護柵を設置して

いる。 

鳥害は、果樹園等でネット等を

使用し個別に対応している。 

  

獣害は、広域柵の整備が進んで

おらず、個別に設置した防護柵で

は一体性がなく、地域全体での被

害防止に至っていない。 

鳥害は、被害が広範囲にわたるた

め、対策に苦慮している。 

  

生 息 環

境 管 理

そ の 他

の取組 

被害地を中心に周辺の耕作放

棄地等の状況を確認し、放任果

樹・残さを早期処理する啓発を

行うことで、人と鳥獣の棲み分

けを明確にし、農地、集落等に

鳥獣を寄せ付けない環境にす

ることを目指している。 

鳥獣を寄せ付けない環境にする

ためには、耕作放棄地の改善や放

任果樹・残さなどの除去は一体的

に行う必要があると考えられる。 

（注）１ 計画対象地域における、直近３ヶ年程度に講じた被害防止対策と課

題について記入する。 

   ２ 「捕獲等に関する取組」については、捕獲体制の整備、捕獲機材の

導入、捕獲鳥獣の処理方法等について記入する。 

３ 「防護柵の設置等に関する取組」については、侵入防止柵の設置・ 

管理、追上げ・追払い活動等について記入する。 

４ 「生息環境管理その他の取組」については、緩衝帯の設置、放任果 

樹の除去、鳥獣の習性、被害防止技術等に関する知識の普及等につい 

て記入する。 

 

（５）今後の取組方針 

○捕獲等に関する取組 

加害鳥獣の個体数密度を減らすために、現状の生息・被害状況等を鑑みて、

猟友会等へ委託し捕獲する。捕獲に必要な機材等を支援する。 

ツキノワグマについては、必要に応じ加害個体又はその恐れのある個体の

捕獲に取り組む。 

 

○追い払いや防護柵の設置等に関する取組 

関係団体からの要望等をもとにネット柵、電気柵、金網柵等の防護柵の設

置・導入を支援する。 

ツキノワグマについては、電気柵の設置の普及・支援に取り組むとともに、



必要に応じ学習放獣を実施する。 

 

○生息環境管理その他の取組 

人と鳥獣の棲み分けを明確にし、農地、集落等に鳥獣を寄せ付けない環境

にしていくために、耕作放棄地や里山の現状を把握し、適切な管理方法を

検討していく。また、果樹や残さ等の誘引物を早期処理する啓発を行う。 

鳥獣ごとの効果的な追い払いを地域や関係機関等と連携して実施してい

く。ツキノワグマについては必要に応じて、農地等周辺森林等の緩衝帯整

備の実施及び維持管理の実施または支援を行う。 

（注） 被害の現状、従来講じてきた被害防止対策等を踏まえ、被害軽減目標

を達成するために必要な被害防止対策の取組方針について記入する。

（ICT（情報通信技術）機器や GIS（地理情報システム）の活用等、対策

の推進に資する技術の活用方針を含む。）。 

 

３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項 

（１）対象鳥獣の捕獲体制 

○諏訪市、諏訪地域振興局 

 捕獲申請、許可、捕獲等に対する支援 

○諏訪市鳥獣被害対策協議会 

実施主体として捕獲計画等の策定、委託 

○諏訪市猟友会、後山区集落捕獲隊、諏訪市鳥獣被害対策実施隊 等 

 捕獲の実施 

なお、ニホンジカ、イノシシ、ニホンザル、ツキノワグマの捕獲に当たり、

確実な止めさしのためには特定ライフル銃を含むライフル銃の使用が必要

である。 

（注）１ 鳥獣被害対策実施隊のうち対象鳥獣捕獲員の指名又は任命、狩猟者

等の外部団体への委託、わなの見回り補助等による捕獲者のサポート

等による対象鳥獣の捕獲体制を記入するとともに、捕獲に関わる者の

それぞれの取組内容や役割について記入する。 

   ２ 対象鳥獣捕獲員を指名又は任命する場合は、その構成等が分かる資

料があれば添付する。 

   ３ 捕獲等を推進する上で、被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に

従事している者にライフル銃を所持させる必要がある場合には、その

ことについて記入する。その際、特定ライフル銃と特定ライフル銃以

外のライフル銃を区別する必要がある場合は、そのことが分かるよう

に記入する。 

 

（２）その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

令和８年度 ニホンジカ くくり罠等の捕獲機材を導入して貸与ととも



令和９年度 

令和１０年度 

イノシシ 

ハクビシン 

 

に、狩猟免許取得を促進する。諏訪市猟友

会、後山区集落捕獲隊、諏訪市鳥獣被害対策

実施隊等により捕獲体制を強化する。 

ニホンザル 生息数把握のため、捕獲した一部の個体を調

査用とする。また地元への追い払い強化を支

援していく。 

ツキノワグマ クマ等の出没時対応マニュアルを作成し、緊

急時を含めた捕獲等の対応体制を整備する。 

カラス 捕獲檻による捕獲強化を実施するため、捕獲

場所の選定と檻の増設等を検討する。 

カルガモ 

キジバト・ド

バト 

アオサギ 

安全対策に配慮し、適切な場所で銃による捕

獲を行う。 

（注） 捕獲機材の導入、鳥獣を捕獲する担い手の育成・確保等について記入

する。 

 

（３）対象鳥獣の捕獲計画 

 捕獲計画数等の設定の考え方 

県の第２種特定鳥獣管理計画を基本とし、前年度の捕獲数及び狩猟期の動

向、農林水産業被害の状況、隣接市町村からの情報、長野県野生鳥獣被害対

策支援チームや諏訪地域野生鳥獣被害対策チーム並びに研究機関等と連携

して協議の上、捕獲計画数等を決定する。 

 

 

（注） 近年の対象鳥獣の捕獲実績、生息状況等を踏まえ、捕獲計画数等の設

定の考え方について記入する。 

対象鳥獣 

 

捕獲計画数等（頭・羽） 

令和８年度 令和９年度 令和１０年度 

ニホンジカ ８５０ ８５０ ８５０ 

イノシシ ５０ ５０ ５０ 

ニホンザル １０ １０ １０ 

ツキノワグマ 必要数 必要数 必要数 

ハクビシン ５０ ５０ ５０ 

カラス ２００ ２００ ２００ 

カルガモ １００ １００ １００ 

キジバト １００ １００ １００ 

ドバト １００ １００ １００ 

アオサギ ５ ５ ５ 



（注） 対象鳥獣の捕獲計画数、個体数密度等を記入する。 

 捕獲等の取組内容 

＜獣類＞ニホンジカ、イノシシ、ニホンザル、ツキノワグマ、ハクビシン 

くくりわな（ツキノワグマを除く）、箱わなにより、原則通年、市内全域

で捕獲する。１１月～３月にかけて市内の山林で銃による捕獲を行う。ニ

ホンザルの被害が市内の西山地域を中心に増加傾向にあるため、地元によ

る追い払い活動を促すと共に銃による捕獲も行う。 

＜鳥類＞カラス、カルガモ、キジバト、ドバト、アオサギ 

銃により、西山中山間地域で春～夏にかけて捕獲するほか、５月、１０月

頃に豊田・湖南の平坦部水田地帯で捕獲する。 

併せてカラスは、必要に応じて檻を設置して捕獲する。 

（注）１ わな等の捕獲手段、捕獲の実施予定時期、捕獲予定場所等について

記入する。 

   ２ 捕獲等の実施予定場所を記した図面等を作成している場合は添付す 

る。 

 

ライフル銃による捕獲等を実施する必要性及びその取組内容 

ニホンジカ、イノシシ、ツキノワグマの捕獲に当たり、確実な止めさ

しのためには特定ライフル銃を含むライフル銃の使用が必要であ

る。なお生活環境被害のための捕獲を考慮し、実施予定時期は通年

とし、捕獲予定場所は市内全域とする。 

（注）１ 被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者にライフ

ル銃を所持させて捕獲等を行う場合には、その必要性及び当該被害防

止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者による捕獲手段、

対象獣類、捕獲の実施予定時期、捕獲予定場所等について記入する。 

   ２ 特定ライフル銃と特定ライフル銃以外のライフル銃を区別する必要

がある場合は、そのことが分かるように記入する。 

 

（４）許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣 

諏訪市 

 

ニホンジカ 

 

（注）１ 都道府県知事から市町村長に対する有害鳥獣捕獲等の許可権限の委

譲を希望する場合は、捕獲許可権限の委譲を希望する対象鳥獣の種類

を記入する（鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別

措置に関する法律（平成 19 年法律第 134 号。以下「法」という。）第

４条第３項）。 

   ２ 対象地域については、複数市町村が捕獲許可権限の委譲を希望する

場合は、該当する全ての市町村名を記入する。 

 



４．防護柵の設置等に関する事項 

（１）侵入防止柵の整備計画 

対象鳥獣 

 

整備内容 

令和８年度 令和９年度 令和１０年度 

ニホンジカ 

イノシシ 

ニホンザル 

 

 

諏訪市鳥獣被害対

策協議会が事業主

体となり、下記の

防護柵を設置予定 

 

■西山地域 

〇ネット柵 

・大熊林野利用農

業 協 同 組 合 

300ｍ 

・北真志野生産森

林組合 300ｍ 

・南真志野生産森

林組合 700ｍ 

・神宮寺生産森林

組合 400ｍ 

・後山区 800ｍ 

 

〇複合柵 

・中屋農事組合 

240ｍ 

諏訪市鳥獣被害対

策協議会が事業主

体となり、下記の

防護柵を設置予定 

 

■西山地域 

〇ネット柵 

・大熊林野利用農

業 協 同 組 合 

300ｍ 

・北真志野生産森

林組合 300ｍ 

・南真志野生産森

林組合 700ｍ 

・神宮寺生産森林

組合 400ｍ 

・下金子生産森林

組合 400ｍ 

・後山区 800ｍ 

 

諏訪市鳥獣被害対

策協議会が事業主

体となり、下記の

防護柵を設置予定 

 

■西山地域 

〇ネット柵 

・大熊林野利用農

業 協 同 組 合 

300ｍ 

・北真志野生産森

林組合 300ｍ 

・南真志野生産森

林組合 700ｍ 

・神宮寺生産森林

組合 400ｍ 

・下金子生産森林

組合 400ｍ 

・後山区 800ｍ 

 

（注）１ 設置する柵の種類、設置規模等について記入する。 

   ２ 侵入防止柵の設置予定場所を記した図面等を作成している場合は添

付する。 

 

（２）侵入防止柵の管理等に関する取組 

対象鳥獣 

 

取組内容 

令和８年度 令和９年度 令和１０年度 

ニホンジカ 

イノシシ 

ニホンザル 

 

各団体・地区によ

り適切な維持管理

を行う。 

地域主体の追い払

い活動等を推進す

る。 

各団体・地区によ

り適切な維持管理

を行う。 

地域主体の追い払

い活動等を推進す

る 

各団体・地区によ

り適切な維持管理

を行う。 

地域主体の追い払

い活動等を推進す

る 

（注） 侵入防止柵の管理、追上げ・追払い活動等に関する取組等について記 

   入する。 



 

５．生息環境管理その他被害防止施策に関する事項 

年度 対象鳥獣 取組内容 

令和８年度 

令和９年度 

令和１０年度 

ニホンジカ 

イノシシ 

ニホンザル 

ツキノワグマ 

カワウ 

カワアイサ 

カンムリカイツ

ブリ 

ニホンジカ等について、補助事業を活

用する防護柵の設置場所等について、地

縁的まとまりがあり、地域の同意をもっ

て実施するように実施主体に調整を図

る。 

ニホンザルについて、出没地区で説明

会を実施し、生態及び対策を周知した上

で、放置された柿の木や廃果の処理の徹

底をするほか、地元区や団体等が中心と

なって追払いを促進するため、資材の支

援を行う。 

魚食性鳥類について、諏訪湖漁業協同

組合等と連携して、モーターボートによ

る追払いの継続、有効的な対策の検討を

行う。 

 

 

 

（注） 緩衝帯の設置、里地里山の整備、放任果樹の除去、被害防止に関する

知識の普及等について記入する。 
 
 
６．対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じる

おそれがある場合の対処に関する事項 

（１）関係機関等の役割 

関係機関等の名称 役割 

諏訪市 

実施隊、猟友会へ捕獲実施の連絡 

状況により関係機関へ連絡、調整 

周辺住民、学校等への周知 

長野県諏訪地域振興局 関係機関へ連絡、調整 

諏訪警察署 
住民の生命、身体の確保 

緊急を要する場合の対応 

諏訪市鳥獣被害対策実施隊 
鳥獣の捕獲実施及び対処 

諏訪猟友会諏訪支部 

麻酔薬による捕獲等可能な事業者 
市の要請により必要に応じ鳥獣へ麻酔を

投与し不動化 

（注）１ 関係機関等には、都道府県、警察、市町村、鳥獣被害対策実施隊、

猟友会等の名称を記入する。 

   ２ 役割欄には、緊急時又は平常時において、各関係機関等が果たすべ



き役割を記入する。 

   ３ 対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は

生じるおそれがある場合の対処に関して、規程等を作成している場合

は添付する。 
 
（２）緊急時の連絡体制 

（注） 緊急時の各関係機関等の連絡体制及び連絡方法等をフロー図等により

記入する。 
 
７．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

捕獲等をした鳥獣は、捕獲等をした現場や捕獲者の土地へ埋設処理する

他、捕獲従事者による自家消費や、近隣市町村の獣肉処理施設へ搬入し、ジ

ビエとして利活用を図る。 

（注） 適切な処理施設での焼却、捕獲等をした現場での埋設等、捕獲等をし

た鳥獣の処理方法について記入する。 

 

８．捕獲等をした対象鳥獣の食品・ペットフード・皮革としての利用等その有 

効な利用に関する事項 

（１）捕獲等をした鳥獣の利用方法 

食品 捕獲従事者による自家消費の他、近隣市町村の獣肉処

理施設に搬入し、食肉として有効活用を図る。 

ペットフード 近隣市町村の獣肉処理施設に搬入し、食肉として有効

活用を図る。 

皮革 なし 

その他 

（油脂、骨製品、角 

なし 



製品、動物園等で 

のと体給餌、学術 

研究等） 

（注） 利用方法ごとに、現状及び目標を記入する。 

 

（２）処理加工施設の取組 

なし 

（注） 処理加工施設を整備する場合は、年間処理計画頭数、運営体制、食品

等としての安全性の確保に関する取組等について記入する。 

 

（３）捕獲等をした対象鳥獣の有効利用のための人材育成の取組 

なし 

（注） 処理加工に携わる者の資質の向上や、捕獲から搬入までの衛生管理の

知識を有する者の育成の取組等について記入する。 
 
９．被害防止施策の実施体制に関する事項 

（１）協議会に関する事項 

協議会の名称 諏訪市鳥獣被害対策協議会 

構成機関の名称 役割 

諏訪市 
諏訪市の鳥獣被害対策について全般的な

管理、支援を行う。 

長野県諏訪地域振興局 
管轄部門の鳥獣被害対策の情報提供、事業

実施の指導、支援を行う。 

諏訪市農業委員会 

情報の提供、被害の報告、必要な対策等を

提言する。 

信州諏訪農業協同組合 

長野県農業共済組合諏訪支所 

諏訪湖漁業協同組合 

諏訪猟友会諏訪支部 

諏訪市山林原野経営協議会 

諏訪まつたけ生産振興会 

鳥獣保護監視員 
鳥獣の生態等の専門的立場で捕獲活動を

始め被害対策に助言を行う。 

（注）１ 関係機関等で構成する協議会を設置している場合は、その名称を記

入するとともに、構成機関欄には、当該協議会を構成する関係機関等

の名称を記入する。 

   ２ 役割欄には、各構成機関等が果たすべき役割を記入する。 
 
（２）関係機関に関する事項 

関係機関の名称 役割 



長野県野生鳥獣被害対策支援チーム 

諏訪地域野生鳥獣被害対策チーム 

農業者、林業従事者への鳥獣の知

識の普及のための講習会の講師 

（注）１ 関係機関欄には、協議会の構成機関以外の関係機関等の名称を記入

する。 

   ２ 役割欄には、各関係機関等が果たすべき役割を記入する。 

   ３ 協議会及びその他の関係機関からなる連携体制が分かる体制図等が

あれば添付する。 
 
（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

平成２４年３月に鳥獣被害対策実施隊を設置。 

平成２５年度より諏訪市猟友会員を隊員として任命し、諏訪市全域で地域

ぐるみの捕獲活動を実施している。 

（注）１ 被害状況を勘案し、鳥獣被害対策実施隊を設置する必要があると認

める場合は、その設置に関して設置に向けた基本的な方針や検討の状

況、設置予定時期等について記入する。 

   ２ 鳥獣被害対策実施隊を設置している場合は、鳥獣被害対策実施隊が

行う被害防止施策、その規模、構成、農林漁業者や農林漁業団体職員、

地域住民等の多様な人材の活用策等を記入するとともに、実施体制が

わかる体制図等があれば添付する。 

 

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

なし 

（注） 将来的な被害防止対策の実施体制の維持・強化の方針その他被害防止

施策の実施体制に関する事項（地域の被害対策を企画・立案する者の育

成・確保や現場で対策を実施する者の知識・技術の向上等の被害対策に

関する人材育成の取組を含む。）について記入する。 

 

10．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

なし 

（注） 近隣市町村と連携した広域的な被害防止対策等その他被害防止施策の 

実施に関し必要な事項について記入する。 

 

＜変更履歴等＞ 

策定：令和８年３月 23 日付け７森推第 1161 号同意 

変更：令和 年 月 日付け 森推第  号同意 


